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Abstract

This study discusses the role of a“Period for Inquiry-Based Cross-Disciplinary Study”in high
schools and the role of“Period for Inquiry-Based Cross-Disciplinary Study”based on the chal-
lenges of citizenship education to enhance the citizenship education provided in Japan since the
lowering of the right to vote to １８ years of age. The reality also exists that few schools provide
citizenship education, especially regarding the“Period for Inquiry-Based Cross-Disciplinary
Study”．In addition, the Curriculum Guidelines changed in２０１８，and the realization of“proactive,
interactive, and authentic learning”is also required in high schools. Therefore, this study exam-
ined the significance of structuring the learning during the“Period for Inquiry-Based Cross-
Disciplinary Study”to include realizing deliberation and developing citizens through it, education
for sustainable development（ESD），and developing global citizens in the scope of the project.
Therefore, this study found that a“Period for Inquiry-Based Cross-Disciplinary Study”，including
opportunities for deliberation, to foster ESD and global citizenship, is being implemented in exist-
ing practices, and that expanding such practices may improve the reality that few schools are
providing citizenship education during“Period for Inquiry-Based Cross-Disciplinary Study”．
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１．はじめに

２０１７年，２０１８年に学習指導要領が改訂され，小中学校
および高校で，「主体的・対話的で深い学び」を実現す
ることが重要とされるようになった（１）。そしてこの対
象には，各教科における学習だけでなく，従来より子ど
も主体の学習活動が展開され，「変化の激しい社会に対
応して，探究的な見方・考え方を働かせ，横断的・総合
的な学習を行うことを通して，よりよく課題を解決し，
自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成す
る」（註１）ことを目的とする「総合的な学習の時間」，また
今改訂を機に高校では名称も変更された「総合的な探究
の時間」も含まれることとなった。今改訂の趣旨が，グ
ローバル化や情報化など，知識を有するだけではその複
雑な課題に対応できない社会状況を生き抜くために，
「子供たちが様々な変化に積極的に向き合い，他者と協
働して課題を解決していくことや，様々な情報を見極
め，知識の概念的な理解を実現し，情報を再構成するな
どして新たな価値につなげていくこと，複雑な状況変化
の中で目的を再構築することができるようにすることが
求められている」（文部科学省２０１８：１）であったこと
も鑑みるならば，この総合的な学習（探究）の時間の充
実は重要な課題となる（２）。
特に高校にあっては，２０１５年に選挙権年齢の引き下げ

が決まって以降に始まった「主権者教育」との関連でも，
総合的な探究の時間には意義が見出される。近年は複数
の学校において，総合的な探究の時間を活用して，地元
自治体が抱える課題に向き合い，解決策を提案する活動
が行われる傾向にあるためである（註２）。こうした活動
は，子どもの問題関心に応じて追究するテーマが変わ
り，なぜそのような問題が起こるのか，どうすれば解決
できるのかという「探究」を行いやすいため，「主体的・
対話的で深い学び」の実現にもつながっていく。そして，
追究を通じて子どもの中に，地域の問題を他人任せにせ
ず，自分も関わっていく必要があると感じるようになる
という「自分事」化が進み，社会の問題に関心を持ち，
積極的に行動を起こしていこうとする「市民（主権者）」
を生み出すことにもつながっていくと考えられる。
ただし，総合的な探究の時間を，主権者教育を実現す

るものとして位置づけている学校は，文部科学省が定期
的に行っている「主権者教育の実施状況に関する調査」
の結果を見る限り，まだまだ少ない。また，総合的な探
究の時間を通じて育成すべき市民，主権者が，自分の住
む地域のことだけを考える者であってよいのか，という

点も検討が必要であるように思われる。例えば総務省と
文部科学省が作成し，全国の高等学校に配布した主権者
教育副教材「私たちが拓く日本の未来」の２０１５年発行版
においては，国家・社会の形成者に求められる力の中
に，「大きな社会変化を迎える中で，日本人としての自
覚をもって国際社会で主体的に生きる」態度や，「持続
可能な社会の実現を目指す」（総務省・文部科学省
２０１５：３０）態度が含まれている（３）。国際社会で主体的
に生きるためには，国を越えて協力し合うことのできる
市民，すなわち地球市民となることも重要であろうし，
それはひいては，持続可能な世界のあり方を探ることに
もつながるであろう。これは，まさに持続可能な社会の
あり方を探る教育（ESD）とも結びつけて考えることが
できるものである。だが，こうした側面から総合的な探
究の時間の学習のあり方について探る研究は，管見の限
り見られない。
さらに，総合的な探究の時間を使って子ども同士が議

論しながら解を探っていくことは，他者の意見を尊重す
る態度の涵養につながり，民主的な社会に生きる市民，
主権者を生み出すことにもつながっていくであろう。そ
の意味では，政治学の議論において提唱された，「熟慮
し，議論する」営みとしての熟議，また熟議を通じてよ
り民主的な社会を実現する熟議民主主義の実現にも，総
合的な探究の時間は寄与する可能性がある。だが，熟議
とESD，市民の育成と教育の関係について迫る研究は，
大学教育を念頭に置いた新田（２０１２）のみとなってい
る（４）。
以上の問題意識にもとづき，本稿では，学校に熟議の

契機と主権者教育の機会をもたらすものとしての総合的
な探究の時間の意義について考察する。合わせて，ESD
の実現，地球市民も含めた市民の育成とも関連づけ，持
続可能な社会の実現に寄与するものとしての総合的な探
究の時間の可能性についても検討する。

２．先行調査から示される主権者教育の現状と課題

２－１ 主権者＝市民の育成とその射程
日本で２０１５年から始まった主権者教育は，イギリスで

選挙権年齢が引き下げられて以降にその開始が模索さ
れ，実際に２００２年から公教育に導入された「シティズン
シップ教育」と関連がある。例えば小玉重夫は，イギリ
スのシティズンシップ教育において，自らが社会の一員
であることや行動には責任が伴うことを自覚する「社会
的・道徳的責任」，ボランティアに積極的に関わる「コ
ミュニティへの奉仕」，政治には意見の対立がつきもの
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であることを理解し，様々な角度から問題を批判的に読
み解き，自ら行動を起こしていこうとする「政治的リテ
ラシー」の育成が重要となっていること，日本の主権者
教育の副教材には，論争的な課題を様々な角度から捉
え，よりよい社会を築くために自ら考え，行動していく
ことのできる，政治的リテラシーを持った市民＝主権者
を育成しようとしている箇所があると述べている（５）。
また，日本における主権者教育の目的は，「単に政治

の仕組みについて必要な知識を習得させるにとどまら
ず，社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員
の一人として主体的に担うことができる力を身に付けさ
せる」（註３）ことであるとされているが，この表現に注目
することによっても，日本の主権者教育が政治や社会に
対して積極的に関わろうとする市民＝主権者の育成を目
指すものであることをうかがい知ることができる。知識
の習得のみならず，行動を起こすことができるようにな
ることまでが，射程に含まれているためである。
さらに，主権者教育の副教材に示される，主権者教育

を通じて育成されるべき「国家・社会の形成者に求めら
れる力」に関しても，子どもがよりよい社会の実現に向
けて考え，行動していけるようになることを念頭におい
ている。例えば選挙権年齢が引き下げられた２０１５年から
新学習指導要領にもとづく学びが始まる２０２１年までの主

権者教育副教材である総務省・文部科学省（２０１５）にお
いては，「国家・社会の形成者に求められる力」が表１
のように整理されており，そこで掲げられた，「現実社
会の諸課題について多面的・多角的に考察し，公正に判
断する力」の中には，社会には様々な争点があることを
理解し，その上で公正に判断する力という，イギリスの
シティズンシップ教育における政治的リテラシーとの関
連を見出だすことができる表現や，「公共的な事柄に自
ら参画しようとする意欲や態度」のように，行動を積極
的に起こせるようになることに言及する表現が見られ
る。またこの内容は，新学習指導要領にもとづく学びが
始まったことに伴い，内容が見直された２０２２年以降の主
権者教育の副教材においても「思考力・判断力・表現力
等」，「学びに向かう力・人間性等」のところで表２のよ
うにそれぞれ残されており，政治的リテラシーを兼ね備
えた市民の育成が，日本においても企図されていること
を読み取ることができる（註４）。
ほかにも，２０１５年版の表現で示されている，「日本人

としての自覚をもって国際社会で主体的に生きる」とい
う記述からは，日本のことだけでなく他国のことも考え
る「地球市民」を育成することについても，考慮されて
いると見ることができる。このように，日本においては
学校教育を通じて市民や地球市民を育成することが，重

表１ ２０１５年版主権者教育副教材における「国家・社会の形成者に求められる力」

出所：総務省・文部科学省（2015）より筆者作成

表２ ２０２２年版主権者教育副教材における「国家・社会の形成者に求められる力」

出所：総務省ホームページ（https://www.soumu.go.jp/main_content/０００８１５４９５．pdf）より筆者作成
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要な課題であると文部科学省等によって認識されてきた
といえる。

２－２ 主権者教育と総合的な探究の時間の関係
ところで，主権者教育は，政治や経済を学習の対象と

して扱う公民科だけで行われるべきものではない。例え
ば文部科学省は，２０２１年に主権者教育をめぐる課題と今
後の推進方策を振り返った際に，初等中等教育段階にお
ける取り組みの充実として，「社会科や公民科のみなら
ず家庭科，特別の教科 道徳，特別活動や総合的な学習
（探究）の時間等を中心に新学習指導要領に示す既存の
内容のうち主権者教育に関わる内容相互の関連を図るな
ど，児童生徒の学習負担にも配慮しつつ教育課程全体を
通じた指導の充実を図ることも合わせて重要である」
（主権者教育推進会議２０２１：９）と総括している（６）。
特に，総合的な探究の時間に関しては，以下に示すよう
に，新学習指導要領下の学びで主権者教育を進めること
にもつながるものであるとの言及もなされている。

選挙権年齢及び成年年齢が満１８歳に引き下げられ，
高等学校段階の生徒にとって政治や社会が一層身近
なものとなっている。高等学校の新学習指導要領で
は，生徒一人一人に社会で求められる資質・能力を
育み生涯にわたって探究を深める未来の創り手とし
て送り出していくことが，これまで以上に重要と
なっていることに鑑み，共通必履修科目としての
「公共」の新設や，「総合的な探究の時間」を設け
るなど教育課程上の改善を図るとともに，「主体
的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を図
ることとしており，一層の指導の充実が求められ
る。（主権者教育推進会議２０２１：９）

こうした点に着目するならば，総合的な探究の時間の
指導方法を様々に工夫し，子どもを主権者，市民へと育
成していくための機会と位置づけることは，あらためて
重要であるということになる。
しかしながら，こうした理念と学校現場の実態は，や

や乖離してもいる。例えば，文部科学省が定期的に調査
を行っている主権者教育の実施状況には，主権者教育を
実施したと回答した調査対象校が，どの教科等で主権者
教育を実施したかを確認する調査項目があるが，過去３
回の調査結果を確認しても，総合的な学習（探究）の時
間に主権者教育を実施した，と認識している学校は少な
いのが現状である（表３）。特に，新課程のもとでの学
びが始まり，公民科で科目「公共」が１年次もしくは２
年次の必履修科目となった，また高校で総合的な探究の
時間が始まった２０２２年度においても，総合的な探究の時
間で主権者教育を実施したと回答する学校の割合が，過
去２回の調査時と比べて伸びておらず，むしろ低下して
いる。これは，主権者教育が総合的な探究の時間におい
て行われていない，もしくは行っていると学校に認識さ
れていない現状があることを示しているように思われ
る。
もちろん，２０２２年度に実施された主権者教育実施状況

調査においては，当該年度に第２学年以上や第３学年以
上であった生徒に対する調査が行われていないため，主
権者教育と関連づける形で総合的な探究の時間の学習プ
ログラムを設計している学校が少ないと断言することは
できない。一方で，２０１６年度調査，２０１９年度調査と過去
２回の調査を比較して，総合的な学習（探究）の時間に
主権者教育を実施したと回答する学校の割合が減少して
いることを踏まえるならば，２０２２年度調査において，総
合的な探究の時間に主権者教育を実施している学校が大
幅に増えているとも考えにくい。いずれにせよ，総合的

表３ これまでの主権者教育実施状況調査で示された各教科等における主権者教育の実施状況
単位：％

出所：文部科学省ホームページ（https://www.mext.go.jp/content/20210105-mxt_kyoiku02-100002874_1.pdf）（https://www.
mext.go.jp/content/20210105-mxt_kyoiku02-000011959_1.pdf）（https://www.mext.go.jp/content/20230519-mxt_kyoiku
02-000029662_01.pdf）より筆者作成
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な探究の時間が主権者教育を実施する機会ともなりうる
との認識を学校現場に広め，推進していくことは今後の
重要な課題となってくるのではないだろうか。
実際に，２０２２年度の主権者教育状況調査においては，

主権者教育の課題に対応した具体的な取り組みとして，
総合的な探究の時間の先進校の実践も，以下のように示
されている（７）。

総合的な探究の時間を活用し，地域課題の解決に向
けた取組を行った。その際，地域の企業や諸団体と
連携し，活動に協力をしてもらった。生徒は，地域
の大人と話したり一緒に活動したりしながら，地域
にある実際の問題について考える経験を積んでいっ
た。取組を通じて，生徒には，①自己肯定感が高
まった，②社会課題が自分事になった，③自己の在
り方・生き方を考えた，④社会参画の意識が高まっ
たという成果があった。（文部科学省２０２３：５）

あらためて，主権者教育は総合的な探究の時間におい
ても，その効果的な指導のあり方が模索されていく必要
がある。

３．総合的な探究の時間を熟議の視点から捉えることの
意義

３－１ 熟議を通じた市民の育成
ここまで，主権者教育の観点から見た際の総合的な探

究の時間の意義や課題について確認してきたが，総合的
な探究の時間を通じて主権者＝市民を育成することが，
学校現場における主権者教育の推進にもつながるもので
あることを示すためには，別の角度から総合的な探究の
時間に意義づけを行うことも一つの方法となろう。例え
ば，「主体的・対話的で深い学び」のうち「対話的な学
び」を実現する方法として，熟慮して討議を行う熟議を
位置づけ，熟議の契機を総合的な探究の時間に組み込む
ことで，他者の意見を尊重しようとする民主的な社会に
生きる主権者＝市民を育成する，という見方である。
熟議とは，政治学的には，「人々の間の理性的な熟慮

と討議，すなわち熟議を通じて合意を形成することに
よって，集合的な問題解決を行おうとする民主主義の考
え方」（田村２００８：２）とも定義される熟議民主主義を
支える重要な概念となっている（８）。一方で，熟議は教
育政策の文脈でもこれまで時折注目されてきた。例え
ば，民主党が政権を握った２００９年から２０１２年にかけて
は，当時文部科学副大臣であった鈴木寛によって，子ど

もが話し合うことの意義が，以下のように「子ども熟議」
として示されるとともに，そこに果たす総合的な学習の
時間の意義も強調されることとなった。

また，知識や考え方を一斉に指導するような授業だ
けでなく，一人一人の子どもの能力や特性に応じた
学びや，子ども同士が教え学び合う協働的な学びに
つながる授業を積極的に取り入れることも重要で
す。その際，子どもたちが身近な課題と解決方策に
ついて「熟考」と「話合い」を重ね，他者と協同し
て主体的に問題を解決する「子ども熟議」の考えに
沿った指導を進めることも期待されます。さらに，
総合的な学習の時間における学習活動を，実社会・
実生活との関わりや体験活動を重視して探究的な学
習活動とし，他者と協同して課題を解決しようとす
る学習活動や，言語により分析し，まとめ・表現す
る学習活動等を充実していくことも求められま
す（註５）。

また，鈴木寛はその著書において，熟議の構成要素と
しての熟慮と議論のうちの熟慮について，自分と対話す
ることであり，その意義として，「自分の思いつきに，
もう一人の自分が疑問や反論を投げかけ，心の中で対話
しながら，意見を温め他者との議論の場に臨むから，熟
議になる」（鈴木２０１０：６４）としている（９）。
そしてこの自己内対話とは，新学習指導要領で求めら

れる対話的な学びとの関連を見出だすことができるもの
でもある。例えば，新学習指導要領においては対話的な
学びとは，「子ども同士の協働，教職員や地域の人々と
の対話，先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通
じ，自己の考えを広げ深める学び」（中央教育審議会
２０１６：５０）と定義され，その中に直接，自己内対話は出
てこない。しかし，福島県が作成した対話的な学びに関
する資料によれば，対話とは他者との直接の話し合いに
限らず，「他者と自分の考えをすり合わせる」過程で起
こる自己内対話も含むものであるとされている（註６）。ま
た同様の解釈は，福井県が作成した対話的な学びに関す
る資料でも，「自分の知識や経験，疑問，気付き等を関
連づけたり整理したりしながら思考を再構築していく
『自分の内面』における対話」（註７）が対話的な学びの中
に含められている。
このように，自分自身の中で熟慮し他者と議論する熟

議の機会が総合的な探究の時間に設けられることは，
「対話的な学び」の充実につながり，さらに，文部科学
省によって主権者教育の課題に対応した取り組みとして
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も紹介された地域の課題を他者と議論しながら解決する
活動にも，熟議の契機は含まれているため，こうした活
動を各学校が推進することによっても，主権者教育を総
合的な探究の時間に実施していると考える学校の数を，
増やしていくことができるであろう。

３－２ 熟議を通じたESDの実現と地球市民の育成
また，総合的な探究の時間を主権者教育の場とみなし

て多様な学習活動を展開する上では，２０２２年版の主権者
教育副教材で消されたものの，２０１５年版の主権者教育副
教材においては示されていた，「持続可能な社会の実現
を目指す」人間を育成するという視点，すなわち持続可
能な開発のための教育（ESD）を通じて，持続可能な社
会の担い手を育成する，総合的な探究の時間の学習プロ
グラムを考えていくことも重要となる。
新田（２０１２）によれば，ESDの鍵概念である持続可

能な開発とは，国連によって当初，経済開発と環境保護
を両立できるような開発とされたが，のちにそこに人間
の生活保障も加わり，経済，環境，社会に配慮した開発
を進めることが重要であると認識されるようになった。
そしてそうした配慮を，教育を通じて子どもに身につけ
させることも重要であるとの認識のもと，２００２年に日本
によりESDが提唱され，現在は世界中でその意義が認
められている。このESDに関しては，高等教育の文脈，
また東日本大震災が起こった後の，問題を当事者として
考えようとする市民を育成するという文脈ではあるが，
熟議をベースに据えることで市民を育成する市民性教育
が実現すること，それはESDにとっても重要であるこ
とが指摘されている（９）。
また関口知子らも，「価値観の異なる人，多様な背景

をもつ人とコンフリクトを恐れることなく，双方の考え
をすり合わせながら，一緒に協働するための対話力」
（関口ほか２０１０：１７０―１７１）が重要であり，自分の考え
を相手に分かるようにはっきり伝えるアサーティブ・コ
ミュニケーションがESDに役立つと述べている（１０）。さ
らに，熟議に関しては他者の主張の根拠に耳を傾けるこ
とによって，相互尊重の態度を子どもに身につけさせる
ことができるという主張も，エイミー・ガットマンとデ
ニス・トンプソンによってなされている（１１）。そのため，
ESDは熟議や主権者教育との関連で理解することので
きるものであり，熟議の場面を設定しESDを実現する
総合的な探究の時間のプログラムを各学校で充実させて
いくことも，今後検討に値しよう。
さらに，２０２２年版の主権者教育副教材で消されたもの

の，２０１５年版の主権者教育副教材においては示されてい

たもう一つの視点である，「日本人としての自覚をもっ
て国際社会で主体的に生きる」人間を育成するというこ
とも，熟議の契機が含まれる総合的な探究の時間を介し
て行うことが可能であり，今後積極的に検討されていく
べきであろう。例えば福井県立若狭高等学校の国際探究
科では，「地域課題から国際課題まで自分の興味・関心
に応じた問いを立て，探究する」（註８）時間として，「国
際・社会探究Ⅰ・Ⅱ」が設けられており，２０２２年の５月
には，提携校であるフィリピンのデ・ラサール・リパ高
校の生徒と当該高校の生徒が，同性婚という論争的課題
の是非について意見交流する実践が行われたことがあ
る。そしてこの実践の結果，「国際交流によって，社会
問題に対する視点が広がり，より多面的・多角的に思考
できるようになった」り，「日本の社会問題に対する関
心が高まった」りした生徒がいたことも報告されてい
る（１２）。
こうした取り組みの効果は，２０１５年版の主権者教育副

教材に示された「現実社会の諸課題について多面的・多
角的に考察し，公正に判断する力」や「公共的な事柄に
自ら参画しようとする意欲や態度」，２０２２年版の主権者
教育副教材に示された「思考力，判断力，表現力等」や
「学びに向かう力・人間性等」との関連も見出だすこと
ができる。また，フィリピンの高校生にとっても日本の
高校生にとっても，自分とは住んでいる場所も価値観も
異なる生徒との交流を通して，自己内対話が行われ，自
らの考えや価値観が見直された生徒もいたかもしれな
い。このように考えるならば，当該実践には熟議の契機
もまた含まれていた可能性があり，主権者教育の実現に
加え，ESDの実現，地球市民意識の醸成も，探究の過
程において図られていた可能性がある。
特に，国を越えた主権者＝市民の育成に関しては，次

代の主権者を育成するための今後の課題として，以下の
ように言及されてもいる（１３）。

現実の多くの課題が海外の国々との関係の中で生じ
ていることを踏まえると，子供たちには，他国の
人々とも対等に対話を重ねながら粘り強く相互に理
解していくための資質・能力を育んでいく必要があ
る。その際には，他国の人々の考え方や生活習慣を
理解していることが重要であって，子供たちが学習
を進めるに当たっては，そこに暮らす人々の価値観
や生活習慣に大きな影響を与える様々な考え方等に
ついて学び，多面的・多角的な考察を通じて自らの
考えを深めることが大切である。（文部科学省
２０２２：４）
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若狭高校の事例は，日本のことだけを考えるのではな
い，地球市民の育成という視点でも意義を見出だすこと
ができる取り組みであるとともに，こうした取り組みが
日本の学校に広まっていくことによっても，総合的な探
究の時間がESDや熟議を実現する，主権者教育の場で
あるという認識を，増やしていくことができるであろ
う。
なお，ESDや地球市民の育成を志向する主権者教育

のあり方を考える上では，同じく持続可能な社会のあり
方を考える SDGs も，学習テーマとして扱うことも有効
であろう。SDGsは国連によって普及が目指され，多くの
国でその重要性が認識されているために，SDGs の実現
に貢献できる子どもを育成することは，一国のことだけ
を考えるのではない地球市民を育成することにも，つな
がるものと考えるためである。こうしたテーマを扱う総
合的な探究の時間の実践も，検討に値するものとなろう。

４．ESDを軸とした総合的な探究の時間の事例と効果

ところで，ESDの実現を中心に据えて総合的な探究
の時間を進めている学校は既に存在する。本章では，そ
うした学校としての大分県立大分雄城台高等学校の事例
に注目し，それが子どもによる熟議の実現や，地球市民
の育成につながる可能性について検討する。
まず，大分雄城台高校の実践の概要であるが，大分雄

城台高校は２０２０年度から２０２１年度にかけてESD教育課
程研究指定校となり，研究指定が終了して以降も，「「誠

実・自主・創造」の校訓のもと，社会において逞しく生
き抜き，積極的に社会貢献できる生徒の育成」を学校教
育目標に設定し，現在まで「ESDの推進を通じて持続
可能な社会の構築に必要な６つの資質・能力を育成」
（大分県立大分雄城台高校２０２３：１２）する教育活動を，
授業や総合的な探究の時間，特別活動など学校のあらゆ
る場面で展開している（１４）。そして，６つの資質・能力
として設定されているのは，情報整理力，協働，課題解
決力，自他の尊重，発信力，チャレンジ精神であ
る（註９）。
筆者を含む所属大学の教職課程担当教職員は，高校現

場における探究学習の現状を知るために，２０２４年２月に
大分雄城台高校を訪問し，そこで大分雄城台高校の取り
組みの詳細がまとめられた独自資料も入手することがで
きたのであるが，その資料によれば，６つの資質・能力
のうち，協働の内容は「価値観の多様な他者と協働して，
様々な課題を解決しようとしている」，課題解決力の内
容は，「様々な場面で課題を発見し，最適解により近い
解決方法を見つけることができる」，自他の尊重の内容
は，「個人的・社会的責任を重んじ，価値観の多様な他
者を尊重するとともに，自己肯定感を高めようとしてい
る」であった。さらに，それぞれの目標は，５段階の到
達目標を示したルーブリックに整理され，生徒の活動を
教員等が評価する際や，生徒が自分自身の現在地を確認
する際に活用されている（表４）。協働，課題解決力，
自他の尊重の各ルーブリックの中に「対話」や「地域や
国際社会の改善・解決すべき課題を見つけ」，「多様な価

表４ 大分県立雄城台高校で使用されているESDに関するルーブリックの一部（筆者作成）

出所：大分雄城台高校の独自資料をもとに筆者作成
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値観がある中，他者を尊重」といった記述があることを
踏まえるならば，大分雄城台高校においては，学校の教
育活動全体を通じて，熟議の機会や地球市民の育成を視
野に入れた活動の機会が，保障されている可能性があ
る。
また，総合的な探究の時間に関しても，大分雄城台高

校においては，１年次は情報整理力と協働の醸成に重き
を置いた，グループ単位で主に大分市内の課題解決のあ
り方を探っていく活動が，２年次は課題解決力と自他の
尊重の醸成に重きを置いた，個人単位で自らの関心のあ
る地域レベル，国家レベル，国際レベルの課題を探究す
る活動が，いずれも SDGs との関係を念頭に置いた上で
行われている。ここでも，グループ単位の活動で問題の
解決策を探る過程で，国を越えた市民が持つべき共通認
識や態度が醸成されるであろうことに注目するならば，
熟議の実現や地球市民の育成が行われている可能性があ
る。
実際に，２０２０年７月，２０２１年３月，２０２１年７月の３回

にわたって生徒に行われた，総合的な探究の時間に関す
るアンケートでは，協働について「身に付いている」と
回答した生徒の割合は，それぞれ全体の３１％，３０％，３５％，
「どちらかといえば身に付いている」と回答した生徒の
割合は，それぞれ全体の４９％，５３％，４９％というように
推移していたし，双方の回答を足した肯定的な回答の割
合は，時間が経つごとに伸びが見られた。また，課題解
決力と自他の尊重については，「身に付いている」と「ど
ちらかといえば身に付いている」を合わせた肯定的な回
答の割合は，時間が経つごとに伸びているわけではない
ものの，その割合は８３～９５％で推移しており，多くの生
徒に身に付いていたことが判明している（註１０）。高校側は
コロナの影響により校内外の活動の中止や縮小が相次い
だため，協働やチャレンジ精神を育成する機会が十分に
得られなかったと総括しているが，そうした状況がなく
なった現在においては，総合的な探究の時間を通じて，
上記の資質・能力がさらに高まっていると考えられる。
さらに，大分雄城台高校がESDの資質・能力の一つ

としている協働や課題解決力，自他の尊重とはまさに，
主権者教育副教材が国家・社会の形成者に求められる力
としている資質・能力そのものでもある。大分雄城台高
校が総合的な探究の時間において地域課題や自ら関心の
ある社会課題の解決策を考えさせる活動を展開している
点にも注目するならば，大分雄城台高校は総合的な探究
の時間を通じて主権者教育をも実現していると見ること
ができる。そのため，大分雄城台高校の事例は，今後の
総合的な探究の時間のあり方を考える上でも，大いに示

唆に富むものとなろう。

５．おわりに

本稿では，総合的な探究の時間を通じた主権者教育が
日本において十分に展開されていないことに注目し，そ
の充実を図る方策について，熟議やESD，地球市民の
育成の観点から検討した。既に，そうした要素を取り入
れた実践が日本の各地の学校で展開されていることか
ら，その手法を他の学校にも広めていくことで，総合的
な探究の時間を通じた主権者教育が，市民のみならず地
球市民を育成する形で行われる余地は十分に存在すると
いえる。そうした点を明らかにすることができたのは，
本研究の成果といえよう（註１１）。
一方，本稿では総合的な探究の時間の学習活動の結

果，一人ひとりの生徒の認識がどのように変化していっ
たかといった側面については，そもそも変化するのかも
含めて追えていない。若狭高校や大分雄城台高校に対し
て，独自にアンケート調査を行うなどし，そうした点に
ついても今後明らかにしていく必要がある。
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（１１）なお主権者教育状況調査においては，現実社会の
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